
45日 35日

《工期設定の例》

【発注時】
フレックス適用期間　B

B＝（A+B）*30%（77日【最大】）
通常工期　A　（180日）

【契約時】
フレックス適用期間

（32日）
実工事期間

190日（45日+145日）

145日

フレックス適用期間 通常工期（工事に係る準備期間と後片付け期間を含む）【発注時】

【契約時】 フレックス適用期間 実工事期間（工事に係る準備期間と後片付け期間を含む）

フレックス工期契約制度のイメージ

全体工期 （発注者があらかじめ設定した通常工期とフレックス適用期間の合計）

契約書に記載する工期

契約日 工事開始期限

実工事期間 （受注者が工事開始日と工事完了日を設定）

実工事期間≧通常工期（適正な工期の確保）

・資機材の搬入等の準備工事を含め、工事着手は不可

・現場に搬入しない資機材や労働者の手配は可能

・主任技術者、監理技術者、現場代理人の配置は不要

【実工事期間の変更】

・全体工期内であれば契約変更は不要

（書面による協議が必要）

工事開始日

全体工期（契約工期） A + B （257日）

実工事期間

通常工期より10日長い

（休日の確保、長時間労働の抑制に充当）（工事開始日）
R4.7.3

（工事完了日）
R5.1.8

（契約日）
R4.6.1

（工事開始期限）
R4.8.17

（工事完了期限）
R5.2.12工事開始日の設定範囲

工事開始日の設定範囲

工事完了期限

工事完了日

発 発 発

受 受

※ 発注者が設定

受注者が設定

発

受


